
　※当該申請については、押印は不要ですが、申請書を訂正する場合は、申請書及び訂正箇所に

　　押印が必要になります。（代理者が訂正する場合は、委任状に押印が必要です）

＜補助対象建築物＞

（１）

（２）

（３）

＜補助金額＞　

①～③のいずれか少ない額

① 耐震診断等に要する費用の２／３

② 延べ面積に応じて算出された事業費限度額の２／３

1,000㎡以内：4,580円／㎡　　1,000㎡超2,000㎡以内：2,350円／㎡　　

2,000㎡超   ：1,570円／㎡

③ 200万円

※補助の対象となる費用は、耐震判定評価等耐震診断に関する標準外の業務を含む

　耐震診断等に要する費用です。

＜手続きフロー＞※令和7年から公印は廃止となりました

申請者

約2週間

申請者 市

複数年度にわたり実施する場合 申請者

約1ヶ月

申請者 市

市

申請者

約1ヶ月

市

※申請者は交付等決定通知書交付後に耐震診断者と契約する

＜受付窓口＞

詳細につきましては、受付窓口までご相談ください。

住まい暮らし政策課　耐震担当　藤沢市役所分庁舎３階　電話：0466-50-3541

交付申請書（第５号様式）

事業計画承認等通知書を郵送

交付等決定通知書を郵送

事前相談（要予約）

指定口座へ補助金を振込

昭和５６年５月３１日以前に建築確認を得て建築工事に着手した建築物

第１次緊急輸送道路（耐震診断義務対象路線を除く）における通行障害既存耐震不適格建築物で
あり、事前登録により、耐震診断が可能と認められるもの

事業計画書（第３号様式）

建築物の所有者又は管理組合に市税の滞納がないこと
※共有者に市税の滞納がある場合、補助金額が減額されます。

完了報告書（第1０号様式）

事前登録書（第1号様式） 補助金額確定通知書を郵送

請求書

　この制度は、昭和５６年５月３１日以前に着工した建築物で、地震によって倒壊した場合に、藤沢
市耐震改修促進計画で指定した緊急輸送道路の幅員の過半を閉塞するおそれのある「通行障害既存耐
震不適格建築物」の所有者等に対し、耐震診断に要する費用の一部を補助することにより、耐震化の
取組を支援するものです。
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藤沢市緊急輸送道路沿道建築物
耐震診断補助金交付制度について

ふじキュン♡



第一次緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に向けて（ご案内）

【補助制度がある緊急輸送道路】

(耐震診断義務付け区間を除く)

国道１号

（国道１号交点～茅ヶ崎市境）

国道１３４号

（鎌倉市境～茅ヶ崎市境）

国道４６７号

（国道１号交点～大和市境）

県道３０号 戸塚茅ヶ崎

（横浜市境～茅ヶ崎市境）

県道４５号 丸子中山茅ヶ崎

（綾瀬市境～寒川町境）

※前面道路の過半を閉塞する可能性のある建築物

県道４５号丸子中山茅ヶ崎

国道４６７号

国道１号

国道１３４号

県道３０号戸塚茅ヶ崎

◆第一次緊急輸送道路とは◆

緊急輸送道路とは、災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、

緊急車両の通行を確保すべき重要な路線であり、その中でも第一次緊急輸送道路は、県庁所在地、

地方中心都市及び重要港湾、空港等を連結する道路です。

◆第一次緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に向けて◆

昭和５６年５月３１日以前に工事着手した建築物は、大地震時に倒壊する可能性が高く、一定

の高さ以上の建築物が倒壊し、第一次緊急輸送道路の過半を閉塞してしまうと、救命活動や物資

輸送に支障が出ることから、耐震診断を実施し、建築物の耐震性を把握することが重要となりま

す。


